
※ 令和６年分以外は対象になりません。

６

※ 申請者と同じであること

・電子申請される方は、このページのPDFデータを添付して下さい。

・紙で申請される方は、このページのコピーを添付して下さい。

部分の合計額が支援の対象。

上記以外の経費は対象になりません。

補助金額＝　　　部分の合計額×0.037（上限20万円）


